
平
成
二
十
四
年
六
月
五
日
受
領

答

弁

第

二

六

九

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
六
九
号

平
成
二
十
四
年
六
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
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橘
慶
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郎
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出
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方
単
独
事
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と
し
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治
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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
方
単
独
事
業
と
し
て
の
自
治
体
の
子
ど
も
の
医
療
費
に
対
す
る
公
費
負
担
事
業
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
現
在
、
通
院
費
の
公
費
負
担
を
行
う

対
象
年
齢
（
以
下
「
通
院
費
対
象
年
齢
」
と
い
う
。
）
を
、
三
歳
未
満
、
四
歳
未
満
、
五
歳
未
満
又
は
六
歳
未
満
の
い
ず
れ

か
と
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
十
、
義
務
教
育
就
学
前
と
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
二
十
八
、
九
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
十

二
歳
の
年
度
末
ま
で
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
六
、
十
五
歳
の
年
度
末
ま
で
と
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
三

で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
現
在
、
入
院
費
の
公
費
負
担
を
行
う

対
象
年
齢
（
以
下
「
入
院
費
対
象
年
齢
」
と
い
う
。
）
を
、
四
歳
未
満
又
は
六
歳
未
満
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
都
道
府
県

数
は
二
、
義
務
教
育
就
学
前
と
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
二
十
六
、
九
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
十
二
歳
の
年
度
末
ま
で
の
い

ず
れ
か
と
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
十
一
、
十
五
歳
の
年
度
末
ま
で
と
し
て
い
る
都
道
府
県
数
は
八
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
現
在
、
通
院
費
対
象
年
齢
を
、
四
歳

未
満
、
五
歳
未
満
、
五
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
六
歳
未
満
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
数
は
三
十
五
、
義
務
教
育
就
学
前
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
六
百
二
十
二
、
七
歳
未
満
、
七
歳
の
年
度
末
ま
で
、
八

歳
の
年
度
末
ま
で
、
九
歳
未
満
、
九
歳
の
年
度
末
ま
で
、
十
歳
の
年
度
末
ま
で
、
十
一
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
十
二
歳
の
年

度
末
ま
で
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
三
百
九
十
三
、
十
四
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
十
五
歳
の
年
度
末
ま
で
の
い

ず
れ
か
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
六
百
五
十
六
、
十
六
歳
未
満
、
十
六
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
十
八
歳
の
年
度
末
ま
で
の
い

ず
れ
か
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
四
十
一
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
現
在
、
入
院
費
対
象
年
齢
を
、
六
歳

未
満
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
四
、
義
務
教
育
就
学
前
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
三
百
四
十
五
、
七
歳
未
満
、
七
歳
の
年
度

末
ま
で
、
八
歳
の
年
度
末
ま
で
、
九
歳
未
満
、
九
歳
の
年
度
末
ま
で
、
十
歳
の
年
度
末
ま
で
、
十
一
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は

十
二
歳
の
年
度
末
ま
で
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
四
百
五
十
二
、
十
四
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
十
五
歳
の
年
度

二



末
ま
で
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
九
百
三
、
十
六
歳
未
満
、
十
六
歳
の
年
度
末
ま
で
又
は
十
八
歳
の
年
度
末
ま

で
の
い
ず
れ
か
と
し
て
い
る
市
町
村
数
は
四
十
三
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
現
在
、
医
療
費
の
公
費
負
担
を
行
う

対
象
者
に
つ
い
て
、
所
得
制
限
を
設
け
て
い
な
い
都
道
府
県
数
は
十
四
、
設
け
て
い
る
都
道
府
県
数
は
三
十
三
で
あ
る
。
ま

た
、
医
療
費
の
公
費
負
担
を
行
う
際
に
、
一
部
自
己
負
担
を
求
め
て
い
な
い
都
道
府
県
数
は
八
、
求
め
て
い
る
都
道
府
県
数

は
三
十
九
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
現
在
、
医
療
費
の
公
費
負
担
を
行
う

対
象
者
に
つ
い
て
、
所
得
制
限
を
設
け
て
い
な
い
市
町
村
数
は
千
二
百
四
十
九
、
設
け
て
い
る
市
町
村
数
は
四
百
九
十
八
で

あ
る
。
ま
た
、
医
療
費
の
公
費
負
担
を
行
う
際
に
、
一
部
自
己
負
担
を
求
め
て
い
な
い
市
町
村
数
は
九
百
十
一
、
求
め
て
い

る
市
町
村
数
は
八
百
三
十
六
で
あ
る
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

三



公
的
医
療
保
険
制
度
で
は
、
通
常
は
三
割
で
あ
る
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
を
義
務
教
育
就
学
前
の
子
供
に
つ
い
て
は
二

割
と
し
、
子
供
が
病
気
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
医
療
費
の
一
部
負
担
金

等
は
、
医
療
を
受
け
る
者
と
受
け
な
い
者
と
の
公
平
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
受
診
を
促
す
観
点
か
ら
求
め
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
が
地
方
単
独
事
業
に
よ
り
更
な
る
自
己
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

引
上
げ
分
の
消
費
税
収
の
国
と
地
方
の
配
分
割
合
を
定
め
る
前
提
と
し
た
、
社
会
保
障
給
付
に
お
け
る
国
と
地
方
の
役
割

分
担
の
整
理
に
当
た
り
、
地
方
単
独
事
業
の
定
量
的
な
整
理
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
全
国

的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
役
割
分
担
の
基
礎
と
な
る
地
方
単
独
事
業
費
の
積
算
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
義
務
教
育
就
学
前
の
子
供
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
当
該
積
算
の
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
し
て
い
な
い
。

十
一
に
つ
い
て

四



国
と
地
方
の
協
議
の
場
（
以
下
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
の
概
要
を
記
載
し
た

報
告
書
（
以
下
「
国
会
報
告
書
」
と
い
う
。
）
及
び
議
事
録
を
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
議
事
録
を
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
い
ず
れ
も
公
表
前
に
各
議
員
に
対
し
て
照
会
を
行
い
、
記
載
内
容

の
確
認
及
び
協
議
が
調
っ
た
事
項
と
し
て
記
載
す
る
内
容
の
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
照
会
は
、
国
会
報
告
書
及
び
分
科
会
の

議
事
録
に
つ
い
て
は
二
回
、
協
議
の
場
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
一
回
行
っ
て
い
る
が
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
及
び
十
二
月

は
協
議
の
場
及
び
分
科
会
が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
各
議
員
に
対
し
て
多
数
回
に
わ
た
り
照
会
を
行
う
必
要
が

あ
っ
た
た
め
、
国
会
報
告
書
並
び
に
協
議
の
場
及
び
分
科
会
の
議
事
録
の
内
閣
官
房
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
に
平
成
二

十
四
年
五
月
ま
で
の
期
間
を
要
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

協
議
の
場
及
び
分
科
会
の
速
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
全
て
の
会
合
に
つ
い
て
外
部
委
託
し

て
い
る
。
十
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
及
び
十
二
月
は
協
議
の
場
及
び
分
科
会
が
相
次
い
で

開
催
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
各
議
員
に
対
し
て
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）

に
よ
り
遅
滞
な
く
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
国
会
報
告
書
の
照
会
を
先
行
し
、
そ
の
後
、
議
事
録

五



の
照
会
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
協
議
の
場
平
成
二
十
四
年
度
第
一
回
臨
時
会

合
の
国
会
報
告
書
及
び
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
照
会
を
併
せ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
照
会
作
業
の
効
率
化
を
図
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
国
会
報
告
書
並
び
に
協
議
の
場
及
び
分
科
会
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
各
議
員
に
対
す
る
照

会
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
迅
速
な
公
表
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六


